
 

 

 

2024年 8月吉日 

 

各 位 

 

山形県山形市旅篭町三丁目 2番 3号 

株式会社 きらやか銀行 

 

でんさいネットサービス利用規定の改定について 

 

株式会社きらやか銀行（本店 山形市 頭取 川越 浩司）は、「2026年度末までの手形・小切手の

全面的な電子化」に向けた活動の一環として、でんさいネットサービスの債務者利用における決済口

座について、普通預金口座の取扱を開始いたします。 

これに伴い、でんさいネットサービス利用規定を改定しますので、お知らせいたします。 

何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．対象となる規定 

  でんさいネットサービス利用規定 

 

２．改定日 

2024年 9月 2日（月） 

 

３．改定内容 

でんさいネットサービス利用規定について、以下のとおり改定いたします。 

改定前 改定後 

第３章 利用者 

（利用可能な預金科目） 

第８条 利用者が、利用申込書により指定

した利用者名義の普通預金、当座

預金（以下「ご利用口座」といい

ます。）を決済口座として指定し

ていただきます。 

ただし、利用申込書の利用限定特

約が「なし（債務者利用あり）」

の場合は、前項にかかわらず決済

口座を当座預金に限らせていた

だきます。 

 

第３章 利用者 

（利用可能な預金科目） 

第８条 利用者が、利用申込書により指定

した利用者名義の普通預金、当座

預金（以下「ご利用口座」といい

ます。）を決済口座として指定し

ていただきます。 

 

左記削除 

 

 

 

 



 

 

 

 

（申込要件） 

第９条 本サービスをお申込いただくた

めには、下記申込要件を満たして

いることが必要となります。ま

た、当行は「利用申込書」を受付

後、所定の審査を行います。 

① インターネットバンキング

サービス「きらやかオフィ

スネットバンキング」（以下

ＩＢサービス）といいま

す。）をご利用いただけるこ

と。 

② 利用申込書の利用限定特約

が「なし（債務者利用あり）」

の場合には、取引店に当座

預金を開設いただいている

こと。 

 

以下省略 

 

（申込要件） 

第９条 本サービスをお申込いただくた

めには、インターネットバンキン

グサービス「きらやかオフィスネ

ットバンキング」（以下ＩＢサー

ビス）といいます。）をご利用いた

だけることが申込要件となりま

す。また、当行は「利用申込書」

を受付後、所定の審査を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下省略 

 

以上 

 

 

 

本件に関する問合せ先 

事務部事務課 担当者 福原・高橋 

Tel ：023-631-0001（代表） 


